
1.

2. 事業の目的及び内容

(1)　目的

3.

4. 交付実績額 　　60,000  千円（Ａ）

5. 補助金等における管理費

(1)　人件費  25,154　千円

(2)　一般管理費   6,273　千円

(3)　その他の管理費

金額

  31,427　千円

6. 外部への支出

(1) 外部に再補助・再委託等されているものに関する支出

支出先 金額

　 　　　　 千円

　　　　         0千円（Ｂ）

(2) (1)以外の支出

支出先 金額

　　　　　　 　　     0千円

7. その他

金額

25,716　千円

　2,857　千円

 28,573　千円

8. 再補助・再委託等の割合 　　　　　         0　％(B/A)

合計

内容

業務費

消費税

合計

合計

支出内容

合計

支出内容

2.我が国民間事業者向け相談支援の実施、途上国等関係者向け問い合わせ対応窓口の設
置、運用3.国内におけるセミナー開催を通じた民間事業者啓発

4.有望ホスト国に対する環境ミッションの派遣

交付先の公益法人の名称 社団法人　海外環境協力センター

内容

6.既存の京都メカニズムに係る取組実施及び制度管理に関する情報収集

5.主要な国際会議における我が国の取組に係る情報発信

補助金等支出明細書

補助金等の名称

平成２３年度国際的な地球温暖化対策における市場メカニズムの活用に関する情報
収集・提供事業委託業務

　平成21年12月開催されたCOP15において「留意する」という決定が採択されたコペンハーゲ
ン合意（Copenhagen Accord）に基づき、我が国は、すべての主要排出国による取組への参
加と意欲的な目標設定を前提に、2020年までに、温室効果ガスの排出を1990年レベルから
25％削減することを表明し、以降、この意欲的な目標を実現するために国内外で様々な取組
を進めているところ。国内削減を着実に実施するとともに、とりわけ排出削減ポテンシャルの
高い発展途上国における取組実施が有効な手段と位置付けられている中、我が国が国際貢
献を通じて地球規模の排出削減に貢献するような、既存の枠組みの活用や、国際的な市場メ
カニズムの積極的な活用が今後の課題となっている。
　国連気候変動枠組条約（UNFCCC）を中心とした2013年以降の気候変動に関する将来枠組
みの国際交渉においては、CDM/JI等既存の京都メカニズムの改善のほか、途上国の排出削
減である「国内における適切な緩和行動（NAMAs）」における削減分をクレジット化して国際取
引の対象とするNAMAクレジット、途上国における森林劣化・減少を抑制する「森林の減少・劣
化を防止することによる森林からの温室効果ガスの排出削減（REDD）に、植林事業等による
炭素ストックの積極的な増加を加えた拡張概念（REDD+）等新メカニズムについても同様に活
用が提案されている。また我が国は、企業の低炭素技術・インフラ及び製品の提供等を通じ
た海外における温室効果ガスの排出の抑制等への貢献を適切に評価する仕組みとして二国
間メカニズムを提案しており、この提案の具体化や普及が急務となっている。
　加えて、国際制度の新規構築に関する提案と並行して、米国・欧州等の国や民間事業者に
おいては、国・地域レベルでの炭素市場形成拡大やこれらを統合した国際的統一規格の導入
といった新たな取組を模索する動きがある。
　本事業においては、このような情勢を踏まえ、今後の我が国による市場メカニズム（既存の
京都メカニズム、新メカニズム、国際炭素市場）等を通じた温暖化対策の取組を行う政府及び
民間事業者による、国際的な枠組み、基準への対応や、優良なクレジット取得に資することを
目的とし、主要な途上国等の動向及び国際炭素市場等の状況について情報収集を行うととも
に、我が国政府の施策内容や国内民間事業者の取組において見られる優良事例等に関し、
情報の国内外向け発信を行うほか、これら事業者向け相談支援を実施する。

(2)　具体的な内容 1.我が国の民間事業者を対象とした情報提供


